
　　　 本庁舎 ( 黒磯 )　　西那須野庁舎　　塩原庁舎

平成28年4月20日号 平成28年4月20日号

くらしの情報

89

※市内は、市外局番 0287を省略した表記にしています。
塩

  

お
知
ら
せ

市
長
激
励
費
を

　
　
知
っ
て
い
ま
す
か
？

　

市
内
に
住
所
の
あ
る
人
が
、
関

東
大
会
以
上
の
ス
ポ
ー
ツ
大
会
に

出
場
す
る
場
合
に
激
励
費
を
贈
呈

し
て
い
ま
す
。

▼
申
請
方
法

　

大
会
の
開
会
前
に
申
請
書
に
次

　

の
書
類
を
添
え
て
提
出

①
出
場
す
る
大
会
の
要
項

②
予
選
会
な
ど
の
結
果
表
、賞
状
、

　

新
聞
な
ど
の
掲
載
記
事
、
推
薦

　

書
、
そ
の
他
大
会
の
出
場
を
証

　

明
す
る
も
の

※
詳
し
く
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

　

確
認
す
る
か
、
問
い
合
わ
せ
て

　

く
だ
さ
い
。

▼
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ

○
西
ス
ポ
ー
ツ
振
興
課

　
　
　
　
　

☎
（
37
）
５
４
3
９

市
議
会
議
員
に
よ
る

議
会
報
告
会

　

議
会
の
活
動
や
審
議
内
容
の
報

告
の
ほ
か
、
意
見
交
換
を
行
い
ま

す
。
申
し
込
み
不
要
で
誰
で
も
参

加
で
き
る
の
で
、
都
合
の
よ
い
会

場
に
ぜ
ひ
来
て
く
だ
さ
い
。

▼
と
き
・
と
こ
ろ
・
テ
ー
マ

とき ところ 共通テーマ 会場別テーマ
５月24日㈫
午後6時30分～
8時30分

鍋掛公民館

公共交通の在り方

地域住民たすけ合い
事業について

５月25日㈬
午後2時～4時 高林公民館 高林を元気にしよう

～何でも伺います～
５月26日㈭
午後6時30分～
8時30分

南公民館 市民のみなさまと考える
那須塩原市

▼
問
い
合
わ
せ

○
本
議
事
課

　
　
　
　
　

☎
（
62
）
７
１
８
１

障
害
者
の
た
め
に
使
用
す

る
軽
自
動
車
は
税
金
が
減

免
さ
れ
ま
す

　

障
害
者
の
た
め
に
使
用
す
る
軽

自
動
車
な
ど
の
う
ち
、
一
定
の
要

件
を
満
た
す
場
合
は
、
軽
自
動
車

税
が
減
免
さ
れ
ま
す
。

　

減
免
を
受
け
る
た
め
に
は
申
請

が
必
要
で
す
の
で
、
該
当
す
る
場

合
は
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
す
で
に
減
免
さ
れ
、
利

用
状
況
に
変
更
が
な
い
場
合
は
手

続
き
の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

▼
減
免
の
対
象
者

①
身
体
障
害
者
手
帳
を
交
付
さ
れ

　

て
い
て
、
別
表
に
該
当
す
る
人

②
戦
傷
病
者
手
帳
を
交
付
さ
れ
て

　

い
る
人
の
う
ち
一
定
の
要
件
に

　

該
当
す
る
人
（
詳
細
な
要
件
は

　

問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
）

③
療
育
手
帳
を
交
付
さ
れ
て
い
て

　

障
害
の
程
度
が
A
、
A
１
、
A

　

２
の
人

④
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
と

　

自
立
支
援
医
療
受
給
者
証
（
精

　

神
通
院
医
療
に
限
る
）
を
交
付

　

さ
れ
て
い
て
、
障
害
の
程
度
が

　

１
級
の
人

▼
減
免
さ
れ
る
軽
自
動
車

①
障
害
者
本
人
が
所
有
し
運
転
す

　

る
車

②
障
害
者
と
生
計
を
一
に
す
る
人
、

　

ま
た
は
、
障
害
者
を
常
時
介
護

別表
障害の種類 障害の級別

 視覚障害  1級～4級の各級

 聴覚障害  2級か3級

 平衡機能障害  3級

 音声機能・言語機能
 またはそしゃく機能障害  3級(※1）

 上肢不自由  1級か2級

 下肢不自由  1級～6級の各級(※2)

 体幹不自由  1級・2級・3級・5級の
 いずれか(※2)

 乳幼児期以前の
 非進行性の脳病変に
 よる運動機能障害

 上肢機能障害  1級か2級

 移動機能障害  1級～6級の各級(※2)

 心臓機能障害、じん臓機能障害、
 呼吸器機能障害、ぼうこうまたは
 直腸機能障害、小腸機能障害

 1級か3級

 ヒト免疫不全ウイルスによる
 免疫機能障害  1級～3級の各級
 肝臓機能障害

 ※1：障害者本人が運転し、かつ、こう頭摘出による
 　　  音声機能障害がある場合に限る

 ※2：生計を一にする者や常時介護する者が運転する場合は、
　　 1級～3級の各級に限る

　

す
る
人
が
運
転
す
る
場
合
で
、

　

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
人

　

が
所
有
す
る
車

・
障
害
者
本
人

・
障
害
者
と
生
計
を
一
に
す
る
人

・
障
害
者
を
常
時
介
護
す
る
人

※
減
免
を
受
け
ら
れ
る
の
は
、
障

　

害
者
１
人
に
つ
き
１
台
。

▼
手
続
き
に
必
要
な
も
の

・
軽
自
動
車
税
納
税
通
知
書
か
軽

　

自
動
車
税
口
座
振
替
通
知
書

　
（
５
月
10
日
㈫
に
発
送
し
ま
す
）

・
身
体
障
害
者
手
帳
、
戦
傷
病
者

　

手
帳
、
療
育
手
帳
、
精
神
障
害

　

者
保
健
福
祉
手
帳
（
自
立
支
援

　

医
療
受
給
者
証
も
あ
わ
せ
て
）

　

の
い
ず
れ
か

・
運
転
す
る
人
の
運
転
免
許
証

・
納
税
義
務
者
の
印
か
ん
と
個
人

　

番
号
が
確
認
で
き
る
も
の

▼
申
請
先　
本
課
税
課
、
西
総
務

　

税
務
課
、
塩
総
務
福
祉
課
、
箒

　

根
出
張
所

▼
申
請
期
限　
５
月
31
日
㈫

※
車
い
す
移
動
車
な
ど
に
関
す
る

　

減
免
手
続
き
に
つ
い
て
は
、
問

　

い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ

○
本
課
税
課

　
　
　
　
　
☎
（
62
）
７
１
７
９

〈
普
通
自
動
車
の
減
免
に
つ
い
て
〉

○
大
田
原
県
税
事
務
所

　
☎
０
２
８
７
（
23
）
４
１
７
２

塩

※単位は全てマイクロシーベルト／時。

場所 放射線量

那須塩原市役所 0.104～0.107

ハロープラザ（箒根出張所）0.086～0.089

3月14日～4月11日測定分

▶問い合わせ  　環境対策課  ☎（62）7141

○空間放射線量
　モニタリングポスト測定結果

空き家等対策の推進に関する条例を施行

「空き家」は
適切な管理が必要です

こんな状態になっていませんか？
○倒壊などの危険があるもの
○悪臭など衛生上に問題があるもの
○著しく景観を損なっているもの
○その他周辺の生活環境を保全するための管
　理が不十分なもの

空き家の増加が全国的な問題に…（条例制定の背景）

　近年、適切な管理がされていない空き家が増加
し、周辺環境への影響が心配されています。この
ような中、平成 27 年 5 月に「空家等対策の推進に
関する特別措置法」が施行されました。
　これを踏まえて、市では空き家対策をさらに進
めるために「空き家等対策の推進に関する条例」
を制定。この条例には、空き家対策審議会や応急
代行措置など本市独自の規定を盛り込んでいます。
適切な管理がされていない空き家は、この法律や
条例に基づき対応します。

法律で「特定空き家等」を規定
　上記のような周辺環境に悪影響を及ぼす可
能性が高い空き家は、法律で「特定空き家等」
と規定されました。
　これに該当すると、法律や条例に基づき、
市が空き家の所有者などに対して、指導・勧告・
命令などを行います。（図参照）

特定空き家等に対する措置（行政処分の流れ）

気づかないうちに
　周囲に迷惑をかけていることも・・・
　大きな被害が起こる前に、所有している空
き家に問題がないか改めて確認してください。

○庭の木が隣の家の屋根に当たり、破損した
○屋根材（波トタンなど）が飛んできた
○庭の草木が敷地の外にはみ出し、近所迷惑に

　　　　　　　　　  問い合わせ
都市整備課　☎（62）7162

管
理
の
ポ
イ
ン
ト

○定期的な見回り
　戸締り、家屋の破損、庭の草木などの状況を定期的に確認
○草刈り・剪定・修繕など
　見回りで気づいたら周囲に迷惑をかける前に行動
○自分で管理できない時は業者に依頼
　知人、業者、市シルバー人材センター☎0287（64）0099
　などに依頼

こんな問題が起きています

調査

助言・指導

審議会

勧告

命令

公表

代執行

特定空き家等に該当するか調
査します

特定空き家等の除却・修繕、立
木の伐採を助言・指導します

勧告をするに当たって、有識
者などの意見を聴きます

勧告により固定資産税の優遇
措置の対象から除外されます

改善措置がなされない場合、
その実施を命令します

所有者の氏名や住所などを公
表することができます

所有者の負担で、市が改善措
置を実施します


